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県立高等学校等入学者選抜調査委員会
報告書について＜概要＞
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１ 採点誤りの概要

種類
年度学校数

学力検査（高校） 適性検査（附属中学校等）

Ｒ３：93校 Ｒ２：93校 Ｒ３：11校 Ｒ２：８校

誤りの件数 53校496件 58校457件 ７校21件 ５校14件

総計69校953件 総計９校35件

合否への影響 ３件 ※ なし なし １件 ※

答案誤廃棄 － 11校 － なし

（１）採点誤りの件数

※ 高校：牛久栄進、取手一、境 中高一貫：並木中等

（２）採点誤りの内容（Ｒ３高校入試）

教科 件数 主な内容
※ 正誤 得点誤記入 計算漏れ

社会 １４１ 93（66%） 20（14%） 17（12%）

国語 １２７ 42（33%） 42（33%） 33（26%）

理科 ８０ 56（70%） 10（13%） 9（11%）

英語 ９８ 34（35%） 10（10%） 9（ 9%）

数学 ５０ 26（52%） 15（30%） 8（16%）

合計 ４９６ 251 97 76

１

※ 正誤は、長文記述の部分点、短文記述、記号



２ 採点の現状

（１）日程 学力検査から合格発表日までのスケジュール（Ｒ３高校入試）

（２）採点日数・時間 （Ｒ３高校入試）

日 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

曜 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

入試 学力
検査

特色
面接

追
検査

追
検査

合格
発表

作業 採点 １日
1.5日
２日

得点入力・会議資料作成
合格発表に係る書類準備

判定
会議

在校生 休業日（自宅学習） 授業 授業 授業 休 授業

２

教科 最短（学校・受検生数） 最長（学校・受検生数） 特色

英語 １日 2.5（大子清流・43人） 1.5日 18.0（水戸工業・373人） 実施

国語 １日 3.0（三和・75人） 1.5日 23.5（水戸商業・358人） 実施

数学 １日 2.0（茨城東・62人） 1.5日 18.2（水戸工業・373人） 実施

社会 １日 3.0（竜ヶ崎南・78人） ２日 22.3（土浦第二・380人） なし

理科 １日 2.0（茨城東・62人） 1.5日 20.3（水戸工業・373人） 実施



３ 採点誤りのあった校長への聞き取り結果

ミスの要因（Ｒ３高校入試）

《調査日》３月３０日（火）
《対象者》採点誤りのあった学校の校長（５３校）･･･（Ａ）

３

種類 内容 件数
（Ｂ）

割合
（Ｂ／Ａ）

集中力の欠如
採点に臨む心構え
（ガバナンス）

・管理監督責任者として深く反省

・この手順ならミスは起こらないという過信

・タイトなスケジュールによる教員の疲労蓄積

・「教員は間違えない」という気の緩み

46 86.8％

体制・組織 ・採点基準の共有不足

・「教科の専門教員はミスしない」との思い込み

・教科内のコミュニケーション不足

・他教科との比較による心理的な焦り

・教職員の自覚を呼び起こせなかった監督責任

18 34.0％

問題・出題方法 ・記述問題の増加，部分点基準作成が難しい

・長文記述の問題が多い

15 28.3％

解答用紙 ・大問ごとに得点合計欄がない

・記号と短文記述の解答欄を見やすく

６ 11.3％

（複数回答可）



４ 採点誤りに関与した教員への聞き取り結果

誤りの要因（Ｒ３高校入試）

《調査日》４月５日（月），８日（木）
《対象者》採点誤りに関与した教員（延べ1,262人）･･･（Ａ）

４

種類 内容 件数
（Ｂ）

割合
（Ｂ／Ａ）

集中力の欠如
採点に臨む心構え

・採点が長時間に及んだことによる疲労

・心理的な焦りや休憩の不足

・採点環境（物理的なもの，雑音）

・不注意

967 76.6％

体制・組織 ・採点途中で部分点にブレが生じた

・役割分担の徹底が図れなかった

・「教科の専門教員はミスしない」と思い込み

・例年よりも採点を担当する教員が少なかった

・例年とは違う箇所の採点を任された

486 38.5%

問題・出題方法 ・記述問題の増加，部分点基準作成が難しい

・配点の異なる問題が混在
433 34.3%

解答用紙 ・採点や点検に使用する記入欄がない

・余白に記載した点数が見づらい

・標準解答に即した解答スペースがない

・記述と記号の混在により採点しづらい

78 6.2％

（複数回答可）



５ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会からの提言概要

提言 内容等

１ 再発防止・改善策
(1)現場主導の自律的な改善行
動の促進

・ 県教育委員会と学校現場、各学校間など、それぞれの組織間の改善を目指し
た意見交換のフィードバックが有効に働く仕組みの確立
・ 入学者選抜に関わる全ての組織が共通の認識を持つことが必要
・ 採点誤りを防ぐための学校現場でのマネジメントが有効に機能する体制の確立

(2)採点基準の作成に対する県教
育委員会の関与

・ 県教育委員会が、出題意図を明示した上で、具体的でより詳細な基準を作成、
提示する必要がある
・ 採点基準では対応できない事案へのバックアップ体制の確立

(3)採点システムの見直し

・ 解答用紙と解答用紙の写しとの２系統のペアで採点を実施するシステムの確立
・ 出題形式などを踏まえた柔軟な系統の設定を検討し、人手と機械をミックスした
効率的な運用（OCR、OMR等、一部自動化のすみやかな導入を含む）を検討
・ 採点翌日に、受検者全員を対象とした検証日の設定
・ 判定会議の前に、ボーダー受検者を対象とした点検日の設定

(4)受検者への採点結果の提供 ・ 合格発表後、不合格者全員に解答用紙の写しを交付することが必要

(5)日程の見直し
・ 現行制度における範囲内で対応することとするが、細部については、改善する
新たな採点システムを踏まえた見直しを検討
・ 土日の勤務については、原則、週休日の振替などで対応

２ 関係者の責任の在り方

・ 県立高等学校等の学力検査や適性検査にかかる責任の所在や役割などを踏
まえ、法令や指針に基づき検討すべき
・ 今回の採点誤りは、大きな社会問題となっており、県教育行政に対する受検者
をはじめとした県民の信頼を大きく損なったことを踏まえ、厳正に対処する必要が
ある

５



総得点記入

６

答案
（正本）

答案
（副本）

ペア①
採点

採
点
照
合

得
点
照
合

選抜作業

点検（ボーダー）

判定会議

合格発表

点検
小問得点
入力

採点
再点検

得点
再点検

小問得点
入力

採点基準
共通理解

Ａ

採点結果に
乖離がある
場合

集計ファイル
上でエラーが
発生した場合

県教委作成

採点基準

生徒が解答した
答案を複写 総

得
点
確
定

答案（正本）のみ

採点時に小問得点を記入

大問得点
総得点は
自動集計

ファイル上
で照合

答案
（正本）

点検

６ 委員の意見や他県のシステムを踏まえた改善イメージ

Ｂ

ペア②
採点 点検

Ｃ Ｄ Ｅ

Ｆ

検証（全受検者）

採点業務への教員以外の関わり
・非常勤講師、実習助手、事務職員など
それぞれの業務を考慮し、検討する必要有

検証（全受検者）

点検（ﾎﾞｰﾀﾞｰ）

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｅ

主な意見
・現行システムを工夫することで、
採点誤りをなくすことが可能



７ 解答用紙の様式の改善について

現行 委員の意見を踏まえた改善イメージ

７

【課題】

大問や小問
の点数記入
欄がない

採点者によ
り、○✓の
記入場所が
異なる

・見やすくする
・得点欄を設ける



８ 日程の見直し

【委員の意見を踏まえた具体例】⇒ 土日に点検、検証を実施し、時間的余裕を作ることも可能
・日 程・・・現行制度における日程の範囲内で対応（R4年度は公表済）
・採 点 日・・・県が示す採点基準確認（部分点詳細は県と調整）
（生徒休業日） ⇒ 新システムで採点業務を実施（学校裁量１日～2.5日、土日は振休対応）

・検 証 日・・・採点後、新たに検証日を設定
（生徒休業日） ⇒ 検証は受検者全員対象（学校裁量0.5日～1.5日、土日は振休対応）

・点 検 日・・・判定会議前に、新たに点検日を設定 ・交付：解答用紙写し交付(不合格者のみ)
⇒ ボーダーラインの前後を点検

(1)県立高等学校入学者選抜日程《採点業務に係る改善の方向性》

月 ３月

日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

曜 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

予
定

卒

業

式

学

力

検

査

特
色

追

検

査

追

検

査

合

格

発

表

二
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出

願

二

次

出

願

配
付

問
題

採
点

採
点

資
料

判
定
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式

学

力
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査

特
色

追
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査

追

検

査

合
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二

次
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願

二
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出
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配
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題

採
点

採
点

検
証

採
点

検
証

資
料

点
検

判
定

交
付

休
業

休
業

休
業

休
業

８

改
善
イ
メ
ー
ジ



９

月 １月

日 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

曜 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

予
定

配
付

問
題

検
査

適
性

発
表

合
格

採
点

採
点

資
料

判
定

改
善

配
付

問
題

検
査

適
性

発
表

合
格

採
点

採検
点証

検
証

資
料

点
検

判
定

準
備

休
業

休
業

(2)県立中学校・中等教育学校入学者選抜日程《採点業務に係る改善の方向性》

【委員の意見を踏まえた具体例】
・日 程・・・現行制度における日程の範囲内で対応（R4年度は公表済）
・採 点 日・・・県が示す採点基準確認（部分点詳細は県と調整）
（生徒休業日） ⇒ 新システムで採点業務を実施（学校裁量１日～２日、土日は振休対応）

・検 証 日・・・採点後、新たに検証日を設定
（生徒休業日） ⇒ 検証は受検者全員対象（学校裁量0.5日～1.5日、土日は振休対応）

・点 検 日・・・判定会議前に、新たに点検日を設定
⇒ ボーダーラインの前後を点検

・準 備・・・解答用紙の写し交付準備（※高校入試と異なり合格者数より不合格者数が多い）

↑

21
日
・
24
日
が
入
学
確
約
書
提
出



県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の概要

開催日程 協議内容等

①4月８日(木)
○ 採点誤りの概要（件数・内容）
○ 本県の入学者選抜の概要、採点要領
○ 参考人聴取（県立校長協会長（元緑岡高校長）、古河中等教育学校長）

②４月15日(木)

○ 採点誤りのあった校長、教員への聞き取り結果
○ 他県の採点状況（東京都、神奈川県）
【課題改善の方向性（論点）の整理】
・ 日程や採点システムの見直し
・ 出題形式や解答用紙のレイアウト見直し
・ 採点基準への作成に対する県教育委員会の関与
・ 受検者への採点結果の開示の影響
・ 教員の意識向上

③４月22日(木) 【課題・改善の方向性の具体的なイメージ】

④４月26日(月)

【提言内容】
１ 再発防止策
（１） 現場主導の自律的な改善行動の促進
（２） 採点基準の作成に対する県教育委員会の関与
（３） 採点システム等の見直し
（４） 受検者への採点結果の提供
（５） 日程の見直し
２ 関係者の責任の在り方

【調査改善委員会委員】（敬称略）
委員長 吉田 勉 （常磐大学教授） 副委員長 坂本 和重（県包括外部監査人）
委員 曽根 徹（㈱日立製作所日立事業所長） 委員 寺門 一義（㈱常陽銀行取締役会長）
委員 三村 泰洋（相鐵㈱代表取締役社長） 委員 齋藤 直人（高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構素粒子原子核研究所長）



 

 

 

 

 

 

 

県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会報告書 

～再発防止に向けた提言～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会 

 

 

 



 

はじめに 

 

 令和３年度の県立牛久栄進高等学校の受検者から、入学者選抜学力検査の開示請求を

受けて、開示にあたり当該校において解答用紙の再検討を実施した際に、国語の問題で

正解の加点漏れがあること、合格すべきところを不合格としていたことが判明しました。 

 県教育委員会は、即座に令和２年度及び令和３年度に実施した茨城県立高等学校、茨

城県立中学校及び茨城県立中等教育学校の入学者選抜（以下「入学者選抜」という。）

にかかる学力検査及び適性検査について、一斉点検を実施しました。 

 その結果、令和３年３月 30日までに採点誤りは、学力検査及び適性検査を実施した学

校のうち、２か年で合わせて７割を超える学校で見つかり、また、採点誤りにより２か

年で４名の受検者が本来合格していたにもかかわらず、不合格とされていたことも明ら

かになりました。 

 再点検の結果を受け、採点誤りの要因を究明し、その上で、実効性のある再発防止・

改善策等をとりまとめるため、学識経験者等６名からなる「県立高等学校等入学者選抜

調査改善委員会」（以下「本委員会」という。）が設置されました。 

 本委員会は、令和３年４月８日（木）に第１回を開催して以降、同年４月 26日（月）

までの間に全４回の会議を開催し、議論を重ねました。その間、客観的な視点で幅広く

採点誤りの発生要因等について調査・協議してまいりました。また、事務局による関係

校への聞き取りや委員会としての意見聴取を行い、実態を把握するなど、再発防止・改

善策を検討する上で必要な情報収集を行ってきました。 

 本報告書では、これまで行ってきた調査の結果や学校からの聞き取りをもとに、採点

誤りの発生状況や内容を分析し、そこから見えてきた要因を明らかにして、具体的な再

発防止・改善策等を示しました。 

 さらに、採点誤り等に関与した関係者の責任の在り方についても議論し、考え方を整

理しています。 

 提言は、再発防止・改善策に向けて、現場主導の自律的な改善行動の促進とともに、

２系統のペアでの新たな採点方式の導入や、採点日以外での検証日や点検日の設定によ

る複数回に及ぶ確認作業の実施など、効果的な方策を具体的にかつ幅広く示しています。 

 本委員会としては、県教育委員会がこの提言を踏まえ、再発防止・改善策を一刻も早

く策定し着実に実行することにより、大きく損なわれた県民の信頼を取り戻すことを望

むものです。 

 

 

令和３年４月２６日 

県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の取組 

 １ 県立高等学校等入学者選抜における採点誤りの経緯等 

  (1) 採点誤りの判明・確認の経緯等 

  (2) 一斉点検の結果 

  (3) 追加合格のあった４校の状況 

２ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の設置 

 ３ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の検討経過 

 

Ⅱ 採点誤りの要因・課題分析 

 １ 採点誤りの概要 

  (1) 採点誤りの件数 

(2) 採点誤りの内容 

２ 採点の現状（令和３年度県立高等学校入学者選抜） 

  (1) 日程 

(2) 採点日数・時間（採点誤りのあった高等学校） 

(3) 採点手順 

(4) 採点環境 

３ 採点誤りのあった学校の校長の聞き取り結果 

(1) 採点誤りの要因 

(2) 改善策・要望等 

 ４ 採点誤りに関与した教員の聞き取り結果 

(1) 採点誤りの要因 

(2) 改善策・要望等 

５ 調査結果から考えられる採点誤りの要因・課題分析 

(1)  集中力の欠如・採点に臨む心構え 

(2)  体制・組織 

(3)  問題・出題方法 

(4)  解答用紙 

(5)  その他 

 

Ⅲ 採点誤りの再発防止に向けた改善策 

 【改善１】 現場主導の自律的な改善行動の促進 

 【改善２】 採点基準の作成に対する県教育委員会の関与 

 【改善３】 採点システムの見直し 

 【改善４】 受検者への採点結果の開示の方法 

 【改善５】 採点業務の日程の見直し 

 

Ⅳ 関係者の責任の在り方 

 

Ⅴ その他 

別冊【参考資料】設置要項、委員名簿、調査結果、議事要旨及び会議資料 等 
 

【目 次】 



 

Ⅰ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の取組 

 １ 県立高等学校等入学者選抜における採点誤りの経緯等 

 (1) 採点誤りの判明・確認の経緯等 

月 日 内 容 

３月 16日（火） ・牛久栄進高校の受検者から、令和３年度の学力検査における解答用紙の開

示請求があった。 

・開示にあたり、当該校が解答用紙を再点検したところ、国語の問題で正解

を加点していなかったことが判明した。 

３月 17日（水） ・牛久栄進高校の当該受検者１名について、合格とすべきところを不合格と

していたことが判明した。 

・県教育委員会は、令和３年度の学力検査を実施した全県立高校に、全受検

者の解答用紙に関して、採点誤りがないか再度確認するよう指示し、各学

校は 19日（金）までに一斉点検を実施した。 

３月 18日（木） ・県教育委員会は、令和３年度の適性検査を実施した全県立中学校・中等教

育学校に対しても、適性検査に採点誤りがないか再度確認するよう指示

し、各学校は３月 23日（火）までに一斉点検を実施した。 

３月 19日（金） ・県教育委員会は、令和２年度の学力検査・適性検査を実施した全県立高校、

中学校・中等教育学校に採点誤りがないか再度確認するよう指示し、各学

校は 25日（木）までに一斉点検を実施した。 

３月 22日(月) ・令和３年度の学力検査実施 93校のうち、53校 408件の採点に誤りがあり、

そのうち３校（牛久栄進１名、境１名、取手第一１名）で、合格とすべき

ところを不合格としていた。[境：国語の問題で得点記入ミス、取手第一

：国語の問題で正答を誤答] 

３月 30日(火) ・令和３年度・２年度の学力検査・適性検査の一斉点検結果を公表（概要） 

 

学力検査（高校） 適性検査（中学・中等） 

令和３年度 

93校 

令和２年度 

93校 

令和３年度 

11校 

令和２年度 

８校 

採点誤りのあっ

た学校数・件数 
53校496件 58校457件 ７校21件 ５校14件 

合否への影響 ３件 なし なし １件 

答案の誤廃棄 ― 11校 ― なし 

※令和３年度学力検査：３月22日時点から７校において88件増 

・令和２年度適性検査において、並木中等教育学校で、合格とすべきところ

を不合格としていた。[適性検査Ⅰ]で、８点を０点と見間違えた｡ 
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(2) 一斉点検の結果  

ア 県立高等学校の学力検査 

     ①令和３年度 

原因カテゴリ 件数 内容 

得点誤記入   97 配点や部分点を誤って記入・処理した  

計算漏れ   76 集計時の合算漏れ 

正誤  251 正解を不正解、不正解を正解とした 

その他   72 上記以外（正誤を未記入、合計の計算ミス等） 

合計  496  

     ※合格とすべきところを不合格としていたのは、３校３名であった。 

       （牛久栄進、取手第一、境） 

     ②令和２年度    

原因カテゴリ 件数 内容 

得点誤記入  137 配点や部分点を誤って記入・処理した  

計算漏れ   82 集計時の合算漏れ 

正誤  206 正解を不正解、不正解を正解とした 

その他   32 上記以外（正誤を未記入、合計の計算ミス等） 

合計  457  

     ※合否に影響があった学校はない。 

    ③令和２年度の答案を廃棄した学校（11校） 

学校名 廃 棄 日 

日立工業 令和３年３月４日  採点日 

鹿島灘 令和３年３月２日  学力検査前日 

石岡商業 令和３年３月４日  採点日 

取手第一 令和３年３月12日  合格発表後 

藤代紫水 令和３年３月２日  学力検査前日 

竹園 令和３年３月12日  合格発表後 

水海道第一 令和３年３月16日  学検委員会最終日 

古河第二 令和３年３月２日  学力検査前日 

総和工業 令和３年３月12日  合格発表後 

三和 令和３年３月11日  判定会議後 

伊奈 令和３年３月２日  学力検査前日 
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イ 県立中学校・中等教育学校の適性検査 

     ①令和３年度    

原因カテゴリ 件数 内容 

得点誤記入   5 配点や部分点を誤って記入・処理した  

計算漏れ   12 集計時の合算漏れ 

正誤   3 正解を不正解、不正解を正解とした 

その他    1 上記以外（正誤を未記入、合計の計算ミス等） 

合計  21  

     ※合否に影響があった学校はない。 

     ②令和２年度    

原因カテゴリ 件数 内容 

得点誤記入   2 配点や部分点を誤って記入・処理した  

計算漏れ    2 集計時の合算漏れ 

正誤  10 正解を不正解、不正解を正解とした 

その他    0 上記以外（正誤を未記入、合計の計算ミス等） 

合計  14  

     ※合格とすべきところを不合格としていたのは、１校１名（並木中等教育学校）

であった。 

 

(3) 追加合格のあった４校の状況 

ア  牛久栄進高校（令和３年度学力検査） 

   ・国語の採点誤りで、正答（５点分）を誤答としていたため、訂正後、５点を

加点したことにより、５教科の総合得点が合格ラインに達した。 

   ・定員320 名のところ、合格者320名を321 名とした。 

  イ  取手第一高校（令和３年度学力検査） 

   ・国語の採点誤りで、正答（４点分）を誤答としていたため、訂正後、４点を

加点したことにより、５教科の総合得点が合格ラインに達した。 

   ・定員240 名のところ、合格者240名を241名とした。 

  ウ  境高校（令和３年度学力検査） 

   ・国語の採点誤りで、２つの問題の配点（３点分）を各２点で計算していたた

め、訂正後、２点を加点したことにより、順位の変動が生じ、新たに１名を

追加合格とした。 

   ・定員240 名のところ、合格者240名を241名とした。 

  エ  並木中等教育学校（令和２年度適性検査） 

   ・適性検査Ⅰにおいて部分点として記載されていた８点を０点と見間違えて加

点されていなかった。理由は、数字の「８」の上の〇が大きく下の〇が小さ

かったため。８点を加点したことにより、合格ラインに達した。 

   ・定員160名のところ、合格者160名を161名とした。 
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２ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の設置 

   令和３年度・２年度の学力検査・適性検査に対する一斉点検の結果、多くの採点

誤り等があったことが明らかとなった。 

   県教育委員会は、このことを入学者選抜の根幹を揺るがす重大な事態であると受

け止め、一刻も早く採点誤りの要因を調査・究明し、具体的な再発防止・改善策な

どについて検討を行う必要があると判断し、解決に向けた提言（案）を求めるため、

学識経験者等６名から成る県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会（以下「本委

員会」という。）の設置を令和３年３月末に決定した。 

 

３ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の検討経過  

本委員会は、次の表のとおり計４回の会議を開催し、採点誤りを把握し、その要

因を調査し、改善の方向性をとりまとめた。 

 

回 開催日時 報告・協議内容等 

第１回 令和３年 

４月８日（木） 

16:00～18:00 

 

 

１ 県立高等学校の入学者選抜について 

２ 令和３年度県立高等学校入学者選抜日程表  

３ 県立中学校・中等教育学校の入学者選抜について 

４ 令和３年度県立中学校・中等教育学校の入学者選抜日程表 

５ 令和２年度・３年度入学者選抜の実施状況について 

６ 採点要領（例） 

７ 採点誤りの概要 

８ 令和３年度高等学校入学者選抜 採点誤りの概要 

９ 令和３年度中学・中等教育学校適性検査 採点誤りの概要 

10 他都県における入試採点誤りについて 

11 参考人聴取 

12 課題整理 

第２回 令和３年 

４月15日（木） 

16:00～18:30 

１ 第１回会議の概要 

２ 採点誤りの概要 

３ 採点の現状 

４ 採点誤りのあった学校の校長の聞き取り結果 

５ 採点誤りに関与した教員の聞き取り結果 

６ 他県の状況 （東京都、神奈川県） 

７ 課題・改善の方向性 

第３回 令和３年 

４月22日（木） 

16:00～19:15 

 

１ 第２回会議の概要 

２ 教員の意識の向上 

３ 採点基準の作成に係る県教育委員会の関与 

４ 採点システムの見直し 

５ 出題形式や解答用紙レイアウトの見直し 

６ 受検者への採点結果の提供 

７ 日程の見直し 

８ 関係者の責任の在り方 

第４回 令和３年 

４月26日（月） 

16:00～ 

◎ 最終とりまとめ 
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Ⅱ 採点誤りの要因・課題分析 

 １ 採点誤りの概要 

  (1) 採点誤りの件数 

    県立高等学校学力検査の採点誤りの件数について、令和３年度は 53校 496件で

あり、合否への影響があった件数は３件であった。また、令和２年度は 58校 457

件であり、合否への影響があった学校はなかったが、答案の誤廃棄が 11校あった。 

    県立中学校・中等教育学校の適性検査の採点誤りの件数は、令和３年度は７校

21件であり、合否への影響はなかった。また、令和２年度は５校 14件であり、

合否への影響があった学校が１校あり、答案の誤廃棄はなかった。 

  (2) 採点誤りの内容 

    採点誤りの内容については次のように整理した。 

    正誤・・・・・・長文記述の部分点、短文記述、記号（正→誤、誤→正） 

    得点誤記入・・・得点の計算が異なっている。 

    計算漏れ・・・・計算されていない箇所がある。     

    【令和３年度県立高等学校における教科別採点誤りの概要】 

教科 採点誤りの件数 ※正誤 得点誤記入 計算漏れ その他 

社会    141   93（66％）   20（14％）   17（12％）  11（ 8％） 

国語    127   42（33％）   42（33％）   33（26％）  10（ 8％） 

理科     80   56（70％）   10（13％）    9（11％）   5（ 6％） 

英語     98   34（35％）   10（10％）    9（ 9％）   45（46％） 

数学     50   26（52％）   15（30％）    8（16％）    1（ 2％） 

合計    496  251   97   76 72 

       ※「正」→「誤」：63／251件、「誤」→「正」：123／251件、 

「他（部分点の計算誤り 例：３点を２点とした。など）」→ 65／251件 

 

２ 採点の現状（令和３年度県立高等学校入学者選抜） 

  (1) 採点に係る入学者選抜日程の現状 

学力検査の翌日から、学校ごとに１日、1.5日、２日の採点日を設け実施して

いる。約１週間後に合格者判定会議を実施し、翌日に合格発表となっている。 

【３月３日（水）学力検査、４日（木）特色選抜、12日（金）合格発表】 

    (2) 採点日数・時間（採点誤りのあった高等学校） 

学校ごとに採点日数と時間が異なり、１日以上の採点日を設ける場合、事前に

生徒の休業日を高校教育課に申請している。特色選抜実施校は、おおむね 1.5日

での採点日数となっている。なお、教科別の最短・最長の日数・時間は以下のと

おりである。 

教科 最短（学校・受検者数） 最長（学校・受検者数） 特色選抜 

英語 １日 2.5（大子清流・43人） 1.5日 18.0（水戸工業・373人） 実施 

国語 １日 3.0（三和・75人） 1.5日 23.5（水戸商業・358人） 実施 

数学 １日 2.0（茨城東・62人） 1.5日 18.2（水戸工業・373人） 実施 

社会 １日 3.0（竜ヶ崎南・78人）  ２日 22.3（土浦第二・380人） なし 

理科 １日 2.0（茨城東・62人） 1.5日 20.3（水戸工業・373人） 実施 
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(3) 採点手順 

     採点日においては、まず、採点開始時に校長から教職員に対し、採点にあた

っての注意事項の説明があり、次に各教科グループで採点方針の確認を行って

から開始となる。採点方針の確認については、概ね次の流れで実施している。 

   ア スケジュールの説明 

   イ 県教育委員会の採点要領を説明 

     採点方法と点検方法の説明：採点者（赤色）、第一点検者（青色）・第二点

検者（赤色）で記入 

   ウ 開示対応への留意事項を説明 

     内容：採点基準づくり（部分点の基準が外部に説明できるように作成） 

   エ 採点基準及び係分担を教科グループごとに説明 

     内容：採点箇所の分担、〇✔の記入場所、小問の得点記入場所など 

  (4) 採点環境 

    採点を行う教員数は、学校規模によって異なる。作業する部屋は、基本的に１

部屋または２部屋で、作業机は教科ごとに分かれ、周囲の話し声が聞こえる状況

で採点を行っている。 

 

 ３ 採点誤りのあった学校の校長の聞き取り結果 

   令和３年３月 30日（火）に採点誤りのあった 53校の校長から聞き取った。 

主な要因として、「集中力の欠如、採点に臨む心構え」に関する内容が、全体の

86.8％であった。 

改善策・要望については、「採点日数・時間」が 64.2％、「解答用紙」が 39.6％、

「採点方法」が 35.8％であった。 

  (1) 採点誤りの要因（令和３年度高等学校学力検査）      （複数解答可） 

種類 内容 件

数 

割合 

件数／53校 

集中力の欠如 

採点に臨む心構

え（ガバナンス） 

・管理監督責任者として深く反省 

・この手順ならミスは起こらないという過信 

・タイトなスケジュールによる教員の疲労蓄積 

・「教員は間違えない」という気の緩み 

46 86.8％ 

体制・組織 ・採点基準の共有不足 

・「教科の専門教員はミスしない」との思い込み 

・教科内のコミュニケーション不足 

・他教科との比較による心理的な焦り 

・教職員の自覚を呼び起こせなかった監督責任 

18 34.0％ 

問題・出題方法 ・記述問題の増加、部分点基準作成が難しい。 

・長文記述の問題が多い。 

15 28.3％ 

解答用紙 ・大問ごとに得点合計欄がない。 

・記号と短文記述の解答欄が見づらい 

6 11.3％ 
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 (2) 改善策・要望等（令和３年度高等学校学力検査）      （複数解答可） 

種類 内容 件

数 

割合 

件数／53校 

採点日程・時間 ・採点と最終点検を別日に行う。 

・期間をおいて再点検できる機会が必要 

34 64.2％ 

解答用紙 ・解答用紙に得点を記入する小計欄等を設定 

・解答欄のレイアウトを工夫 

21 39.6％ 

採点方法 ・教科ごとに会場を分けて採点 

・採点基準確認など採点作業手順の見直しが必要 

・管理職が作業手順を随時点検 

19 35.8％ 

ガバナンス等 ・「ミスは起こるもの」として業務を見直し 

・採点ミスの再発防止のための研修を実施 

・新任者に対して事前に採点トレーニング実施 

14 26.4％ 

問題・出題方法 ・記述問題を減らす。 

・採点基準づくりの徹底 

・出題のねらいの明確化 

 （採点基準・想定される複数回答例） 

14 26.4％ 

マークシート 

導入 

・マークシート方式の検討 10 18.9％ 

 

 ４ 採点誤りに関与した教員への聞き取り結果 

   令和３年４月５日（月）、８日（木）に採点誤りのあった学校の教員(1,262人)

から聞き取りを行った。主な要因として、校長と同様に、「集中力の欠如、採点に

臨む心構え」に関する内容が全体の 76.6％であった。 

改善策・要望については、「採点日数・時間」が 49.2％、「問題・出題方法」が

45.2％、「解答用紙」が 34.9％であった。 

  (1) 採点誤りの要因（令和３年度高等学校学力検査）      （複数解答可） 

種類 内容 件

数 

割合 

件数／1,262人 

集中力の欠如 

採点に臨む心構

え 

・採点が長時間に及んだことによる疲労 

・心理的な焦りや休憩の不足 

・採点環境（物理的なもの、雑音） 

・不注意 

967 76.6％ 

体制・組織 ・採点途中で部分点にブレが生じた。 

・役割分担の徹底が図れなかった。 

・「教科の専門教員はミスしない」と思い込み 

・例年よりも採点を担当する教員が少なかった。 

・例年とは違う箇所の採点を任された。 

486 38.5％ 

問題・出題方法 ・記述問題の増加、部分点基準作成が難しい 

・配点の異なる問題が混在 

433 34.3％ 
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解答用紙 ・採点や点検に使用する記入欄がない。 

・余白に記載した点数が見づらい。 

・標準解答に即した解答スペースがない。 

・記述と記号の混在により採点しづらい。 

78 6.2％ 

 

 (2) 改善策・要望等（令和３年度高等学校入学者選抜）      （複数解答可） 

種類 内容 件

数 

割合 

件数／1,262人 

採点日程・時間 ・日数・時間を増やす。 

・判定会議後に点検日を設ける。 

・休憩時間を適切に設ける。 

621 49.2％ 

問題・出題方法 ・出題のねらいの明確化 

 （採点基準・想定される複数回答例） 

・記述問題を減らす。 

571 45.2％ 

解答用紙 ・得点記入や点検使用の欄を追加 

・採点・得点計算がしやすいレイアウト 

・配点をわかりやすくする。 

440 34.9％ 

マークシート 

導入 

・全てまたは一部をマークシート 248 19.7％ 

採点方法 ・標準的な採点方法や手順の明示等 

・採点手順を示した県の採点要領見直し 

・採点システム導入や外部人材活用 

152 12.0％ 

その他 ・検査日の前倒し 16 1.3％ 

 

５ 調査結果から考えられる採点誤りの要因・課題分析 

     再点検の結果や関係者への聞き取りの結果から、採点誤りの要因について、本委

員会として前記３及び４の聞き取り結果から聞き取りの種類ごとに分析を行った。 

(1)集中力の欠如・採点に臨む心構え 

校長への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・管理監督責任者として深く反省 

・この手順ならミスは起こらないという過信 

・タイトなスケジュールによる教員の疲労蓄積 

・「教員は間違えない」という気の緩み 

（改善策・要望等） 

・「ミスは起こるもの」として業務を見直し 

・採点ミスの再発防止のための研修を実施 

・新任者に対して事前に採点トレーニング実施 

教員への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・採点が長時間に及んだことによる疲労 

・心理的な焦りや休憩の不足 

・採点環境（物理的なもの、雑音） 

・不注意 
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委員会としての 

分析・課題等 

【ヒューマンエラーに起因する採点誤り】 

１ 先入観・思い込みによる勘違い 

ア 学力検査は、毎年適正に実施されており、採点誤りは発生しない。 

イ 県教育委員会の学力検査採点要領（例）に従って、適切に実施され 

ている。 

ウ タイトなスケジュールであるが、例年と同じスケジュールである。 

エ 専門教員（当該教科の教員）が間違えることはない。 

オ 答案用紙の保存・廃棄は適切に実施されている。 

２ 見落とし 

ア 県教育委員会作成のマニュアルの作業工程の省略 

イ 採点基準の校内統一内容の見落とし 

３ 判断ミス 

ア 部分点の採否の判断の誤り 

イ 小問への配点の認識の誤り 

ウ 記載された点数の誤り 

エ 大問の合計点の計算ミスの未検出 

４ 認知力、注意力の低下 

ア 採点時間が長時間に及んだ。 

イ 他教科の進捗状況から心理的焦りを感じた。 

ウ 休憩時間が取れなかった。 

エ 原則、同じ場所で採点を行っていることから、雑音が気になった。 

【ヒューマンエラー以外】 

１ 研修会の実施効果の検証の必要性 

ア 県教育委員会として、各学校の教員に対する研修会を実施すれば、 

効果は十分だと考えている。 

イ 研修会の内容が、採点に従事する全教員に共有され、同じ水準で認 

識されているかについては、県教育委員会及び監督責任者ともに未検 

証となっている。 

ウ 採点経験年数に応じた、研修、採点トレーニングが実施されていな

い。 

２ 採点要領の不備 

ア 県教育委員会としての採点に係るマニュアルは、A4判の用紙 1枚で 

ある。 

イ 初心者からベテランまでの採点従事者に役立つものとなってない。 

ウ 記載不足の部分、記載がない部分については、各学校あるいは教員 

の解釈に委ねられ、複数の判断を可能としてしまっている。 

 

(2)体制・組織 

校長への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・採点基準の共有不足 

・「教科の専門教員はミスしない」との思い込み 

・教科内のコミュニケーション不足 

・他教科との比較による心理的な焦り 

・教職員の自覚を呼び起こせなかった監督責任 

（改善策・要望等） 

・採点と最終点検を別日に行う。 

・期間をおいて再点検できる機会が必要 
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教員への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・採点途中で部分点にブレが生じた。 

・役割分担の徹底が図れなかった。 

・「教科の専門教員はミスしない」と思い込み 

・例年よりも採点を担当する教員が少なかった。 

・例年とは違う箇所の採点を任された。 

（改善策・要望等） 

・日数・時間を増やす。 

・判定会議後に点検日を設ける。 

・休憩時間を適切に設ける。 

・検査日の前倒し 

委員会としての 

分析・課題等 

１ 県教育委員会としての採点基準の不統一による弊害 

ア 県教育委員会から提供されるものは、出題のねらい、標準解答であ 

り、採点上の細かな留意点等が示されていない。 

イ 部分点については、各学校が統一基準を作成している。 

ウ 一定量の採点を実施してから部分点の採点基準を統一し、改めて採 

点を実施することから、採点に長時間を要することになる。 

エ 採点途中で部分点の基準にブレが生じた。 

２ 採点する教員の構成による要因 

ア 農業、工業、商業等の専門科目がある学校においては、受検教科の 

対する専門教員が不足する傾向にある。 

イ 受検科目以外の教員を含む混合チームでの採点となることから、教 

科内のコミュニケーションが不足傾向になりやすい。 

ウ 役割分担の不徹底 

エ 採点担当職員の不足 

オ 例年とは違う箇所の採点を任されることによる経験不足に起因する 

ミスの発生 

３ 監督責任者と採点教員の認識の齟齬 

ア 教職員の自覚が重要であり、その自覚を呼び起こせていない。 

イ 採点誤りが発生しない体制の整備をしていなかった。 

４ 採点の見直しを可能とする日程の確保 

ア 採点と最終点検を別日に行う日程となっていない。 

イ 時間（期間）おいて再点検できる機会が設定されていない。 

ウ 日数・時間がタイトである。 

エ 判定会議後に点検日が設定されていない。 

５ コミュニケーションの不足 

ア 県教育委員会は、入試事務終了後に各校長から所見として要望の提 

出を受けているが、提出件数は低水準となっている。 

イ 県教育委員会と校長、校長と教員、教員と県教育委員会との間での 

コミュニケーションが十分に図られておらず、問題点の把握が不十分 

である。 
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(3)問題・出題方法 

校長への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・記述問題の増加、部分点基準作成が難しい。 

・長文記述の問題が多い。 

（改善策・要望等） 

・記述問題を減らす。 

・県による統一した採点基準の作成 

・出題のねらいの明確化（採点基準・想定される複数回答例） 

・マークシート方式の検討 

教員への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・記述問題の増加、部分点基準作成が難しい。 

・配点の異なる問題が混在 

（改善策・要望等） 

・出題のねらいの明確化（採点基準・想定される複数回答例） 

・記述問題を減らす。 

・全てまたは一部をマークシート 

委員会としての 

分析・課題等 

１ 出題方法への当委員会の関与の考え方 

ア 現行の記述式問題、記号式問題の併用方式による出題方法は、適正 

な根拠あるものと考える。 

イ 採点誤り防止の観点からは、全問短答式への移行も一つの方法であ 

るが、本委員会では、採点業務に当たる学校・県教育委員会側の改善 

策を優先に検討する（受検者への影響のある対策は極力避ける）こと 

から、主として取り上げない。 

ウ 採点誤り防止の観点からは、長文の記述式問題を少なくすることも 

一つの方法であるが、イの観点から、本委員会では、主として取り上 

げない。 

２ 記述式問題の採点基準に対する県教育委員会の積極的関与 

ア 長文記述による部分点について、受検者の解答状況に差が生じるた 

め学校裁量の採点基準作成の難しさが考えられる。 

イ 配点の異なる問題の混在についても、県教育委員会としての見直し 

が必要である。 

３ マークシート方式導入に対する本委員会の考え方 

ア 東京都、神奈川県において、採点ミス防止策の一つとして、マーク 

シート方式の導入が実施された。 

イ 山形県においては、マークシート方式を導入しない方法による採点 

ミス防止策を構築している。 

ウ 本委員会としては、すでに令和 4年度の入試日程も公表されており、 

受検者の不要な不安を招くことのないように配慮すべきと考える。 

エ マークシート方式の導入については、採点方式の多様化等の状況、 

 一部自動化などについて、時間をかけて調査することが必要であり、 

県教育委員会における検討課題とする。 

オ ただし、今後も採点ミスが発生するなど、本委員会の提言を受けて 

の改善策に実効性がない場合は、躊躇することなくその採用の可否を 

検討するものとする。 
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(4)解答用紙 

校長への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・大問ごとに得点合計欄がない。 

・記号と短文記述の解答欄が見づらい。 

（改善策・要望等） 

・解答用紙に得点を記入する小計欄等を設定 

・解答欄のレイアウトを工夫 

教員への 

聞き取り結果 

（採点誤りの要因） 

・採点や点検に使用する記入欄がない。 

・余白に記載した点数が見づらい。 

・標準解答に即した解答スペースがない。 

・記述と記号の混在により採点しづらい。 

（改善策・要望等） 

・得点記入や点検使用の欄を追加 

・採点・得点計算がしやすいレイアウト 

・配点をわかりやすくする。 

・標準的な採点方法や手順の明示等 

・採点手順を示した県の採点要領見直し 

・採点システム導入や外部人材活用 

委員会としての 

分析・課題等 

１ 解答用紙のレイアウト見直しの必要性 

ア 採点や点検に使用する記入欄がない。 

イ 余白に記載した点数が見づらい。 

ウ 標準解答に即した解答スペースがない。 

エ 記述と記号の混在により採点しづらい。 

オ 記号と短文記述の解答欄が見づらい。 

２ 採点従事者の範囲 

ア 教員のみが採点に従事している。 

イ 記号式問題ならば教員免許がない職員でも採点は可能ではないか。 

ウ 定年退職した教員であれば、実務経験もあり、また、入試の重要性 

秘匿性なども熟知しており、一定の条件を満たせば活用も可能ではな 

いか。 

 

(5)その他 

委員会としての 

分析・課題等 

１ 受検者に対する情報開示 

ア 今回の採点ミスは、一受検者の情報開示請求に起因して、調査した 

結果発見されたものである。 

イ 入試の採点結果に対する県民の信頼性を大きく毀損するものであ 

り、採点結果への県民の信頼を取り戻すことが重要である。 

ウ 何らかの方法により、不合格者、合格者への積極的な情報提供を実 

施すべきである。 

エ 不合格者の中から合格となった者が４名おり、不合格者に対する情 

報提供は適切な時期になされることが必要である。 

２ 高等学校及び中学校・中等教育学校の受検者別の対応の必要性 

ア 県立高校の競争倍率は、学校によって差がある。不合格者数の多さ 

は、特定の学校に限定されているのが現状である。 

イ 県立中学校・中等教育学校の競争倍率は高く、また、不合格者数も 

多い状況となっている。 
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ウ 県立中学校・中等教育学校の入試問題は、適性検査として実施され 

ていることから、情報開示に際しては、不要な疑念を抱かせるもので 

あってはならないことから、慎重な検討を実施してから情報開示を行 

うことが必要である。 

３ 関係者の責任のあり方 

ア 関係者の責任のあり方については、法令・指針等に基づいて、厳正 

に実施されなければならない。 

イ それら法令・指針等に基づいて、教育委員会、監督責任者、採点誤 

りをした者への処分を粛々と行うことが求められる。 

ウ 企業的観点からは、誤りを犯した者の責任が一番重いと考えるのが 

一般的であるが、県教育委員会としての組織体系に基づいた責任の所 

在に応じて対処すべきものと考える。 

エ 退職者に対する責任については、県の慣行等に応じて対応する問題 

と考える。 

 

Ⅲ 採点誤りの再発防止に向けた改善策 

  本委員会においては、これまで行ってきた学校からの聞き取りを含めた調査の結果

から、採点誤りの内容や発生状況を分析し、そこから見えてきた採点誤りと考えられ

る要因を示し、その要因を踏まえ論点整理を行い、改善策として次のとおり方向性を

示した。 

  改善策の方向性としては、採点業務に現実に当たる教員側の認識などの問題に関す

る部分と、採点業務を巡る制度的・環境的な問題に関する部分に分けられる。それら

は相互に影響し合う性格を持つものであるが、改善策を整理するうえで、前者に焦点

を当てた改善策として【改善策１】、後者に関係する改善策として【改善策２】から

【改善策５】までとしてとりまとめたものである。 

 

【改善策１】現場主導の自律的な改善行動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県教育委員会と学校現場、各学校間など、それぞれの組織間の改善を目指した

意見交換のフィードバックが有効に働く仕組みを確立し、入学者選抜に関わる全

ての組織が共通認識を持って行動していく必要がある。 

 

○ 教員が直接に声を出し、意見交換する場を設け、その意見を県教育委員会が吸 

い上げ、幅広く共有する仕組みが必要である。 

 

○ 学校現場の状況を十分に反映した採点マニュアルを作成したうえで、研修や意 

見交換などを通して周知徹底を図っていく必要がある。 

 

○ 採点誤りを防ぐための学校現場でのマネジメントが有効に機能していく体制を 

確立していく必要がある。 
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［改善策提案に至る委員会議論の視点・考え方］ 

  本委員会会議においては、当初「教員の意識向上」といった形で論点としてあげ

議論を進めていたが、そもそも教員の意識が脆弱というわけではなく、その改善行

動を促進させる仕組みが必要という観点からこの点を議論すべきとの意見が出さ

れ、その趣旨に沿って、改善策が打ち出された。 

これまで、主として、校長が当該校教員の意見等を把握、又はとりまとめて、県

教育委員会へ届け、それを県教育委員会が受け取り、改善の検討をするというやや

一方的な仕組みであったが、これでは実際に採点作業に携わる現場の教員の声が直

接届かないという問題があるという意見が大宗を占めた。また、採点作業に関して

の組織的な改善行動が十分に機能していたとは言いがたい状況もあることが意見と

して出された。 

そのようなことから、実際に採点業務に当たり、間近でその問題や改善の意識を

もった教員一人ひとりが極めて重要な自分事と捉えたうえで、改善行動に移れるよ

うな仕組みを確立していくことが何よりも重要であるとの認識に至り、改善策を打

ち出すことになった。 

［改善策を踏まえた具体的な改善イメージ］ 

① 学校現場の意見を踏まえた採点マニュアルの作成と研修 

② 管理職、新任職員に加え、教員を念頭においた研修の重点実施 

③ 学校間の同種の業務を担当する教員間のミス防止に向けた意見交換会の設定 

④ 教員が改善意見を直接県教育委員会に提出することができる「（仮称）改善目安 

箱」の設置と提言を反映させるフィードバックサイクルの構築に向けた検討 

 

【改善策２】採点基準の作成に対する県教育委員会の関与 

 

 

 

 

［改善策提案に至る委員会議論の視点・考え方］ 

  これまで県教育委員会において行う作問とその配点の提示を受けて、それぞれの

教科担当者が部分点をはじめとした採点基準を採点作業開始前の数時間で作成し

て、これを基に採点作業を行うという仕組みであった。 

このような方式をとっていた背景としては、当該校受検者のなかで平等に採点が

処理されることが第一義であり、また、当該校に入学する生徒の選抜であるから詳

細な採点の仕方は各学校の裁量の問題であると考えられていたことによるものと思

○ 採点基準については、県教育委員会が、出題意図を明示した上で、部分点の付

与の仕方を含む具体的でより詳細な基準を作成し、提示する必要がある。 

 

○ 県教育委員会が作成した採点基準では対応できない事案が発生した際のバック

アップ体制を確立しておく必要がある。 
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われる。したがって、県教育委員会が学校間の採点基準を調整したり、具体的に採

点基準を示したりすることが控えられていたものと考えられる。 

しかしながら、各学校が採点作業に臨む前の短時間に採点基準を作成することで、

関係教員間の共有の度合いが不十分であったり、それがゆえに、本来の採点業務に

全力を投入できにくかったりするおそれがあることを本委員会としても懸念した。

また、出題意図を各学校が探りながら採点基準を作成するという点からも十分なも

のとは言えないという意見も垣間見られた。 

そこで、採点基準の作成については、出題意図を十分に踏まえることのできる立

場の県教育委員会が部分点の付与の考え方、正答と見なせる解答の在り方などを含

めた可能な限り具体的で詳細な採点基準を作成して、学校の採点作業前に各学校に

示すという抜本的な改善を提案するに至った。 

この効果としては、卑近な例としては、ある高校では記述式問題での正確な漢字

の使用を採点基準とする一方で、他の高校では漢字を使わないでも正解とする基準

を用いているケースもあり、教員が人事異動によりそれらの高校間で異動した場合

は、先入観により採点誤りにつながってしまうおそれがあるとの意見も出され、こ

れらの是正にも役立つものと思われる。 

改善策として作問を担う県教育委員会において出題意図を示したうえで採点基準

を明示することが「現場の時間的余裕を確保」、「採点基準のブレ・馴れ」による

誤りの誘発を防止することにつながるものと考えたところである。 

  さらに、各学校での採点作業中に記述式の問題で部分点の付与等で疑問が生じた

場合には、当該校での教科担当教員で検討するとともに、同時に県教育委員会に相

談して円滑に作業が行えるように、県教育委員会側での支援策を講じていく必要が

ある。 

 

［改善策を踏まえた具体的な改善イメージ］ 

 県教育委員会  各学校 

○作問 

○標準解答の提示 

★採点基準（部分点等）の提示 

 →これまでは学校作成 

採点作業前  

○標準解答の理解 

★採点基準（部分点等）確認・共有 

 

★学校をバックアップ・支援 

採点作業中 

 

 

 

★想定外の解答事例の発生 

 ○現状の対応 ★現状から拡充する対応 
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【改善策３】採点システム等の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［改善策提案に至る委員会議論の視点・考え方］ 

これまでの採点業務は、採点者（１人）⇒点検者１（１人）⇒点検者２（２人）

を基本とした１系統の採点・点検システムにより実施してきたが、単純なミスが３

人の目を素通りしてしまう事態が発生したことを重視して改善の方向性を議論した。 

これを防止するうえで最も有効なものは、採点・点検ラインの系統を複数にして

相互に照合するステップを設けることである。先行自治体では３系統を採用する例

もあるが、人員確保の問題点もあり、また、これまでの１系統と比較して抜本的な

見直しとなる２系統での照合手続きを設けることにより相当程度改善が見込まれる

ものと思われる。 

さらに、これまでは 1系統による 1回の「採点」・「点検」のみによっていたが、

これを別日に全受検者に対して「検証」する作業を、さらには、合否ボーダーライ

ンの受検者については判定会議の前に「点検」する作業を新たに、システムに組み

込む、いわば、３重の採点システムを取り入れることが有効であると判断するに至

った。現行の採点日程を増加させることになるが、学校現場の状況を十分に踏まえ

つつ、まずは、現行の選抜日程の範囲内での対応を検討すべきと考える。 

これらの業務全体について、例えば、長時間の採点と連続業務による人的ミスを

防ぐために、一日の採点時間と休憩時間の目安を設けるべきなどの意見が出される

など、業務時間と待ち時間の適切な設定がミス誘発を防止するのではないかとの考

え方が、第 1回会議での校長ヒアリングを踏まえて、委員から多数出されているが

このことにも留意して実際の業務に当たっていただきたいと考える。 

○ 解答用紙と解答用紙の写しとの２系統のペアで採点を実施した採点システムを 

確立する必要がある。その際には出題形式などを踏まえた柔軟な系統の設定を検 

討する必要があり、人手と機械をミックスした効率的な運用（ＯＣＲ、ＯＭＲ等、

一部自動化のすみやかな導入を含む。）を検討する必要がある。 

 

○ 採点翌日に受検者全員対象の検証日を設定する必要がある。 

 

○ 判定会議の前にボーダー受検者に対しての点検日を設定する必要がある。 

 

○ 上記の検証・点検を新たに設定し、３重の採点システムを構築するものとする。 

 

○ 学校現場の時間管理・労力管理の検証（待ち時間のシミュレーション含む）し 

た上での実施する必要がある。 

  

○ 採点における人材確保については、現行の教員のみの体制を見直し、非常勤講

師、事務職員等を含めた体制を検討する必要がある。その際には、学校内だけで

なく外部（教員ＯＢ等）の人材活用を図るなど柔軟な対応を検討することが必要

である。 

 

○ 採点における選択式問題と記述式問題の分離、受検者・採点者によって見やす

い解答用紙の工夫、チェック欄の創設など、採点プロセスと解答用紙の両面で誤

りを誘発しない工夫を講じていくことが必要である。 
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また、例えば、記述式の問題の採点については教科専門教員（当該教科免許状所

有者）が重点的に当たり、記号選択式の問題の採点については他教科の教員や場合

によっては非常勤講師等が当たるなどの出題形式等を踏まえた柔軟な系統の設定を

工夫することも必要であろう。委員会の議論では、事務職員、教員ＯＢを活用する

提案も出されているが、この妥当性も合わせて検討していくべきと考える。さらに、

全体を通じて、すべてを人手で対応するのでなく、集計作業等については情報機器

を活用するなど効率的な運用を図っていくことも必要である。 

採点システムには、その前提として、出題形式が密接に関係する。今回、本委員

会では、マークシート併用形式を一定程度評価する意見も出されたが、採点誤りと

いう学校・県教育委員会側の責任が問われる事案の改善にあたって受検者の新たな

負担につながることが想定される出題方式の変更で対応することには慎重であるべ

きこと、まずは、採点サイドの制度的な仕組み・環境面を整備することを優先して

対処すべきとの考えから、マークシート併用形式の出題形式の導入は見送ることと

したものである。もちろん、今後の課題として、採点に当たる学校現場のみならず、

受検者を送り出す側の中学校等の教育指導の考え方等にも十分配慮して継続して検

討していくことが必要であると考える。 

［改善策を踏まえた具体的な改善イメージ］ 

① 採点システム（イメージ） 

 
  

 

 

 

 

 

 

解答用紙様式（イメージ） 

上の採点システムは、本委員会会議において出された委員からの意見や他県のシス
テムを踏まえて事務局に依頼しイメージとして作成したものである。 
〔ポイント〕 

○ 答案を「正本」とし、答案の写しを「副本」とする。 
○ 「正本」をＡ、Ｂの２人で、「副本」をＣ、Ｄの２人で採点・点検する。 
○ 採点・点検した「正本」と「副本」の２枚をＥ、Ｆの２人で照合する。 
  結果に乖離があった場合は、採点の再点検を行う。 
○ 得点は、ＰＣ２台に、「正本」・「副本」を別々に入力、結果を照合する。 
  結果にエラーがあった場合は、得点の再点検を行う。 
  （ＰＣ２台への入力については、機械の活用を検討する。） 
○ 総得点が確定したら「正本」に総得点を記入する。 

○ 採点照合から総得点記入までの検証（全受検者）と点検（ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾝ）を行う。 
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【改善策４】受検者への採点結果の提供 

 

 

 

 

［改善策提案に至る委員会議論の視点・考え方］ 

 採点誤りの最大の問題点は、合格であるべき受検者を不合格者と認定してしまうミ

スであり、何にもまして致命的な事態を引き起こしてしまう。 

これに対処するためには、改善案３による採点の何重もの点検とともに、「受検者

が自身の答案・採点結果を振り返る」機会を提供することが最も納得性の高いシステ

ムであることは論を待たないものと思われる。これまでは、受検者への情報開示は、

得点のみを対象とする簡易開示と採点結果を含む情報の個人情報開示請求への対応、

すなわち受検者サイドの申出による方法により行ってきたが、今回の問題を踏まえて、

不合格者全員に対して合格発表日に並行して解答用紙の写しを交付することを提案す

ることとした。これによって、「絶対あってはならない合否ミス」を回避し、受検者、

そして、県民の信頼確保の回復・維持を期待するものである。なお、不合格者が多数

にのぼり、記述式の出題形式のウェイトが大きい中高一貫校では、開示の方法を工夫

する必要があろう。 

この仕組みの導入は、採点に携わる学校現場の教員はもちろんのこと、学校、県教

育委員会全体に相当の負担を強いることになるとの意見も想定されるが、本委員会と

しては、受検者の将来をも左右する採点業務に当たる際の必要不可欠な高度の緊張感

を醸成するものとして、そして今回の問題に対する県教育行政としての明確な姿勢を

示すものとして、すべての関係者に深いご理解をいただきたいと強く要望するもので

ある。 

［改善策を踏まえた具体的な改善イメージ］ 

① 合格発表日に高校入試の不合格者全員に解答用紙の写しを交付 

合格者には入学後に、入学した学校における同様の対応を検討 

② 交付を受けた受検者は必要に応じて問合せ等を行い、県教育委員会及び学校は 

それに対する適切な返答等の対応を実施 

○ 合格発表後、不合格者全員に解答用紙の写しを交付することが必要である。 

○ 交付方法については、合格者発表後、速やかに受検者に届く方法を検討する 

必要がある。 
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【改善策５】採点業務の日程の見直し 

 

 

 

 

 

 

［改善策提案に至る委員会議論の視点・考え方］ 

  今回の問題に対して、受検日の前倒しにより、学力検査と合格発表の期間を十分

に確保して採点業務の的確さを充実させるべきとの意見も出されたが、現行の中高

の学校行事、入試スケジュールの既周知などの点で、現行の範囲内で対応すること

が適当であるとの結論に至った。 

  改善策３により、現行の採点業務に加えて、新たな検証、点検業務と合わせて３

重の採点システムを提案しているが、これらの業務全体を、現行の範囲内で処理す

ることについて、提言を踏まえた後、学校現場との実施に向けた協議調整を慎重に

行っていただきたいと考える。 

  また、本委員会審議では、土日出勤による採点業務を行った場合の振替休日の確

保など、担当教員の職務環境の改善に工夫をしていただきたいとの意見が多数出さ

れたことも留意いただきたい。 

［改善策を踏まえた具体的な改善イメージ］ 

  

○ 入学者選抜全体の日程は現行制度における範囲内で対応することとするが、 

細部については、改善する新たな採点システムを踏まえた見直しを検討してい 

く必要がある。 
 
○ 必要に応じて、土日に採点業務を行う場合の勤務については、原則週休日の 

振替などでの対応とする。 
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Ⅳ 関係者の責任の在り方 

関係者の責任の在り方については、県立高等学校等の学力検査や適性検査にかかる 

責任の所在や役割などを踏まえ、法令や指針に基づき検討していくべきである。 

 今回の採点誤りは、大きな社会問題となっており、県教育行政に対する受検者をは

じめとした県民の信頼を大きく損なったことを踏まえ、二度と繰り返さないという姿

勢を明確に示し、受検者はじめ県民に理解をいただけるよう、厳正に対処する必要が

ある。 

 

Ⅴ その他 

  本委員会の報告後、県教育委員会が策定する「再発防止・改善策」の実施結果を検

証するため、令和４年度入学者選抜合格発表後、入学までの間に採点誤りについて検

証を行い、誤りがなかったことを明らかにする必要がある。 

  検証方法等については、県教育委員会が検討し、策定する「再発防止・改善策」の

中で具現化することで、県立高等学校等を目指す小学生や中学生等、その保護者、県

民の信頼を回復し、安心して受検できるようになることを望むものである。 
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別冊  
１ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の設置及び運営に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の設置及び運営に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（設置目的） 

第２条 県立高等学校、中学校及び中等教育学校の入学者選抜（以下「入学者選抜」という。）の確

実性及び信頼性を確保するため、現行の採点及び点検業務について検証し、採点誤りの原因を

究明するとともに、今後に向けた具体的な改善点、再発防止策及び事後の検証方法並びに関係

者の責任の在り方を取りまとめるため、県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、入学者選抜に関し、次に掲げる事項について調査研究、協議し、その結果を教育

長に報告する。 

（１）採点誤り等の原因に係る調査及び分析 

（２）採点誤り等の再発防止策の検討 

（３）採点誤り等の再発防止策に関する事後の検証方法 

（４）採点誤り等に伴う関係者の責任の在り方 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項 

 

（設置期間） 

第４条 委員会の設置期間は、令和４年３月 31日までとする。 

 

（構成員） 

第５条 委員会は、教育や人事に関する理解と見識を有する者から選定した者 10人以内をもって構成

する。 

２ 委員会の構成員（以下「委員」という。）の選任期間は、会議設置の日から委員会の設置期間満

了の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の選任期間は、前任者の残任期

間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、教育長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたとき

はその職務を行う。 
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（会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その座長となる。 

 

（公開） 

第８条 委員会は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、会議の全部又は一部を非公

開とすることができる。 

２ 会議の開催予定、議事録等については、ホームページに掲載するなど広く情報提供するものとす

る。 

 

（調査の依頼） 

第９条 委員会は、その所掌事項について調査研究を行う等会議の円滑な運営を図るため、事務局に

対して調査を依頼することができる。 

２ 事務局は、必要に応じて調査チームを設置し、調査結果等を委員会に報告するものとする。 

 

（意見聴取） 

第 10条 委員会は、必要がある場合は、関係者の会議への出席を求め、その意見を聴くことが 

できる。 

 

（庶務） 

第 11条 委員会の庶務は、教育庁学校教育部高校教育課において処理する。 

 

（委任） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月８日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

 

２ 委員会の最初の会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は、第７条の規定にか

かわらず、教育長が招集する。 
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２ 県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会委員名簿 

 

分 類 所 属 経歴等 

学 識 
経験者 
２名 

常磐大学総合政策学部 
法律行政学科長・教授 
 吉田  勉 

・県総合計画審議会会長 

税理士法人ＡＯＩ公認会計士 
坂本 和重 

・関東信越税理士会副会長 
・県包括外部監査人 

経 済 
産業界 
４名 

（株）日立製作所日立事業所長 
曽根  徹 

・県労働委員会委員 

（株）常陽銀行取締役会長 

 寺門 一義 

・県経営者協会会長 

・県公安委員会委員 

相鐵（株）代表取締役社長 

 三村 泰洋 

・県総合計画審議会委員 
・日立市の鋼材加工会社で県北エリア

の中小企業ネットワークを構築、Ｍ
＆Ａに積極的な若手経営者 

高エネルギー加速器研究機構 
素粒子原子核研究所長 
齊藤 直人 

・（前）Ｊ－ＰＡＲＣセンター長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



4

F
テキストボックス
第１回会議の結果



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会 
 
 

採点ミスの具体例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月８日（木） 
 

茨城県教育委員会 
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社会 
（１）得点誤記入 

採点基準で示された得点と異なる得点を記入した。 
＜事例＞ 

   大問４ １ （３） （答案をもとに教育委員会で作成） 
 
 
 
 
   正答であれば３点の問題を２点で計算した。 

 

（２）計算漏れ 
大問の小計を計算する際に、加算が漏れた。 
＜事例＞ 

大問３ １ （２） 内容 （答案をもとに教育委員会で作成） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   部分点２点の加算が漏れ、大問３の小計が 15 点のところ、誤って 13 点

と記入した。 
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国語 
（１）記述（長文）正誤 

生徒が文章で答える問題について、誤答を正答として採点した。 
＜事例＞ 
① 大問一 （五） 

生徒の解答 標準解答 
皆さんに紹介したい小説は「ぼくの

まつり縫い」という小説です。 
皆さんに紹介したいのは、『ぼくのま

つり縫い』という小説です。 
・問題文には、「同じ言葉を繰り返さないように」という条件が示されている

が、この生徒は「小説」という言葉を繰り返している。 
・本来誤答とすべきところを正答とした。  
 
＜事例＞ 
② 大問二 （三） 

生徒の解答 標準解答 
一族の皆よせて披露し、振舞わめき

けり。 
一族皆よせて披露し、振舞わめきけ

り 
・該当箇所を本文から抜き出す問題で、この生徒は本文にはない文字を入れ 

て解答した。 
・本来誤答とすべきところを正答とした。 
 

（２）記述（単語）正誤 

漢字の書き取りの問題について、誤答を正答として採点した。 
＜事例＞ 
大問四 （一） 

生徒の解答 標準解答 
衛生 衛星 

・生徒は正答と同音異字を記入した。 
・本来誤答とすべきところを正答とした。 
 

（３）記述（単語）計算漏れ 

＜事例＞ 
大問四 （一）  （答案をもとに県教育委員会で作成） 

(１)～(３) 配点各３点 

(４)～(６) 配点各２点 正答２つで４点とすべきところを、６点とした。 
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理科 
（１）記述（長文）計算漏れ 

   大問の点数を計上する際に計算を間違えた。 

＜事例＞ 
① 大問６  （答案をもとに県教育委員会で作成） 

（２）～（４）配点各３点 

正答４つで12点とすべき

ところを、13 点とした。 

 

 

 

 

 

 

（２）記述（長文）正誤 

生徒が文章で答える問題について、誤答とすべきところを正答とした。 
＜事例＞ 
① 大問４ （６） 

生徒の解答 標準解答 
水面から水が蒸散したから。 水面からの水の蒸発が起きたから。 

・標準解答で「蒸発」としている部分を、生徒は「蒸散」と答えている。 
・本来誤答とすべきところを正答とした。 
 
② 大問６ （１）い 

生徒の解答 標準解答 
試験管の口を、加熱部より上にくる

ように傾けて設置する 
試験管Ａの口を下げる 

・標準解答で「下げる」としている部分を、生徒は「上にする」と答えている。 
・本来誤答とすべきところを正答とした。 
 

（３）記述（単語等）正誤 

生徒が単語で答える問題について、誤答とすべきところを正答とした。 
＜事例＞ 
① 大問６ （３） 

生徒の解答 標準解答 
水麦粉 小麦粉 

・標準解答で「小麦粉」としている部分を、生徒は「水麦粉」と答えている。 
・本来誤答とすべきところを正答とした。 
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数学 
（１）記述（長文）正誤 

生徒が文章で答える問題について、完全正答ではないが、正答としてし 

まった。（見逃し） 

＜事例＞ 
① 大問２ （４） 

生徒の解答 標準解答 
最頻値の値が A さんは 11.9 秒、B さ

んは 12.0 秒であり、A さんの方が早

いから。 

A さんの最頻値 11.9 秒は、B さんの

最頻値 12.0 秒よりも小さいので、A 
さんの方が次の１回でより速く走れ

そうな選手である。 
・「速い」と「早い」の漢字を間違えているケース。 
・当該校の基準では、部分点を与えるべき解答であるが、満点としていた。 

 
（２）記述（長文）正誤 

証明問題について（採点基準のぶれ） 

＜事例＞ 
① 大問３ （２） 

生徒の解答 標準解答 
△ADB と△AEC で、 
仮定から、 
AB＝AC ･･･ ① 
∠BDA＝∠CEA＝90°･･･ ② 
二等辺三角形の性質より 
∠CBA＝∠BCA･･･ ③ 
平行線の錯角だから、 
∠DAB＝∠CBA、    
∠EAC＝∠BCA･･･ ④ 
③、④   より 
∠DAB＝∠EAC･･･ ⑤ 
①、②、③から、斜辺と１鋭角がそ

れぞれ等しい直角三角形なので 
△ADB≡△AEC 

△ADB と△AEC で、 
仮定から、 
AB＝AC ･･･ ① 
∠CBA＝∠BCA･･･ ② 
∠BDA＝∠CEA＝90°･･･ ③ 
平行線の錯角だから、 
∠CBA＝∠DAB･･･ ④ 
∠BCA＝∠EAC･･･ ⑤ 
②、④、⑤から、 
∠DAB＝∠EAC･･･ ⑥ 
①、③、⑥から、斜辺と１鋭角がそ

れぞれ等しい直角三角形なので、 
△ADB≡△AEC 

・証明問題の解答は、論理的に成立していなければ、得点を与えないことが 
多い。 

・採点時は、論理的に成立しているとして、部分点を与えていたが、再点検 
の際に、論理的に不成立であることが発覚し、誤答とした。 
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英語 
（１）記述（単語）正誤 

＜事例＞ 単語を記入する問題について、正答を誤答とした。 
大問２（２）⑤ 
（英文中の空所に適切な英単語を記入する問題） 

生徒の解答 標準解答 
take take 

 

（２）記述（長文）正誤 

＜事例１＞ 生徒が英文で答える問題について、誤答を正答とした。 
大問４（２） 
（対話の流れに合うように空所に英文を記入する条件つき英作文問題） 

生徒の解答 標準解答 
We can’t play basketball in Monday （例）We can’t play basketball on 

Monday(s) 
・条件に合う内容の英作文を書いたが、文法・語法上の誤りを見落とした。 
 
＜事例２＞ 生徒が文章で答える問題について、誤答を正答とした。 
大問６ 
（友人からの質問メールに対する自身の答えを 30 語以上で書く英作文） 

生徒の解答 標準解答 
I think friends ① is the most 
important thing ②my life because 
they ③are make me happy.  If I 
don’t have any friends, I can’t do 
anything.  I like playing soccer 
with my friends.  I want to play 
soccer with them in high school. 

（例）The most important thing in 
my life is the camera that my 
father gave me on my birthday last 
year.  My father took wonderful 
pictures with it, so I want to take 
beautiful pictures like him. 
※自由英作文のため多様な解答が考

えられる。 
・条件に合う内容の英作文を書いたが、文法・語法上の誤り３か所のうち②を

見落とした。 
① are とすべきところを is とした。→ 減点した。 
② in が抜けている。       → 誤りを見落とした。 
③ 不要な are が入っている。   → 減点した。 
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中学・中等適性検査Ⅰ 
（１）記号問題 正誤 

生徒が記号（アルファベット）で答える問題について、正答と誤答を間違っ

て採点した。 
 

＜事例＞ 
大問２ 問題２ 

生徒の解答 標準解答 
Ｆ Ｆ 

・本来、正答とすべきところを誤答とした。 
・ミスがあった問題の前後を見ると誤答が続いている。 
・記号問題が８問続いている。 

 

中学・中等適性検査Ⅱ 
（１）得点誤記入 

正答の加点が漏れた。 
 

＜事例＞ 
大問２ 問題３ （答案をもとに県教育委員会で作成） 

（１） 
代かき 

       イ 

田植え 

       ウ 

 

（２） コンバインを使える・・・・・。 

買うお金が安くすむ。 

 
 
・（２）の得点を枠外に記入しなかった。 
・本来、正答で加点するべきところが漏れてしまい、点数が少なく計算されて

しまった。 

１ 
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中学・中等適性検査Ⅱ 
 

（１）記述（長文）正誤 

生徒が文章で答える問題について、正答とすべきところを不正解とした。 
 
＜事例＞ 
２ 問題３ （２）下段 

生徒の解答 標準解答 
お金がかからない それぞれの農家のこう入費用が安く

なる。 
共同でこう入することでよりよい製

品が買える 
保管場所が一つでよい。 

 
 

（２）得点誤記入 

  部分点が２点のところ３点としていた。 
 
＜事例＞ 
３ 問題３ （答案をもとに県教育委員会で作成） 

 
 

（３）計算漏れ 

  点検で減点３点を取り消したが１点しか加点していなかった。  
 
３ 問題７（１） 

ゆ入した製品を加工してゆ出す

ること。 
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② 
専決第１号 

 

 

茨城県教育委員会褒賞等に関する規則の一部を改正する規則制定の専決について 

 

 

 上記規則については、教育委員会の会議を招集する暇がないので、茨城県教育委員会事務

専決規程（昭和 46年茨城県教育委員会訓令第５号）第２条第１項の規定に基づき、令和３

年４月１日付けで、別紙のとおり専決しましたから、同条第２項の規定に基づき、報告しま

す。 

 このことについて、承認願います。 

 

 

   令和３年４月 27日提出 

 

 

茨城県教育委員会教育長  小泉 元伸   

- 1 -



   茨城県教育委員会褒賞等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 茨城県教育委員会褒賞等に関する規則（昭和 38 年茨城県教育委員会規則第 13 号）の一

部を次のように改正する。 

 

第６条第１項に次のただし書を加える。 

ただし，茨城県教育委員会教育長が別に定める場合は，この限りでない。 

 

   付則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

- 2 -



茨城県教育委員会褒賞等に関する規則新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第５条（略） 

 

第６条 表彰は，表彰状を贈呈して行う。ただし，茨城県教育委員会

教育長が別に定める場合は，この限りでない。 

２ 前項の表彰には，記念品をあわせて贈呈することができる。 

 

第７条～第 16条（略） 

第１条～第５条（略） 

 

第６条 表彰は，表彰状を贈呈して行う。            

                       

２ 前項の表彰には，記念品をあわせて贈呈することができる。 

 

第７条～第 16条（略） 

 

- 3 -



 

③ 

第１号議案 

 

 

令和３年度茨城県教科用図書選定審議会に対する諮問事項について 

 

 

  県及び市町村の教育委員会等が、令和４年度に使用する特別支援学校の小・中学部及び小・

中学校等において使用する教科用図書のうち学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）附則第９条

に基づき使用する教科用図書の採択を行うに当たり、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律（昭和 38 年法律第 182 号）第 11 条第１項及び第 13 条第２項の規定により、下記

事項について意見を求める。 

 

記 

 

１  県立特別支援学校の小・中学部、県立中学校及び県立中等教育学校（前期課程）において、

令和４年度に使用する教科用図書の採択に関する事務の次の事項については、どのようにし

たらよいか。 

  (1) 採択のための一般的指針 

  (2) 採択に関する資料 

 

２ 市町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除く。）の校長が行う、

令和４年度に使用する教科用図書の採択に関する事務の次の事項については、どのような指

導、助言又は援助をしたらよいか。 

 (1) 採択のための一般的指針 

  (2) 採択に関する資料 

 (3) 市町村の教育委員会が協議して採択する場合の方法 

 

      令和３年４月 27 日提出 

茨城県教育委員会教育長  小泉 元伸   

 

（提案理由） 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 11 条第１項及び第 13 条第２項の規

定により、諮問しようとするものである。 

 


